[bookmark: _GoBack]高知県共同募金会「地域力増進枠特別助成」実施要領

第１　目的
この実施要領は、助成のあり方の見直しの一環として、潜在化した地域課題や即応の対応が求められる課題に的確に取り組み、地域の福祉に具体的な変化をもたらす事業を支援する「地域力増進枠特別助成」の事務処理手続きを定めるものである。

第２　事務処理手続き
　１　地域的な事業に対する特別助成
(１)特別助成金の要望
　　　　市町村共同募金委員会(支会)(以下「市町村共募」という。)は、当該年度の１月末日までに次の助成区分に応じて必要な書類を添付したうえ、地域力増進枠特別助成要望書(様式１)を高知県共同募金会(以下「県共募」という。)に提出する。
　　　ア　市町村共募が解決すべき課題を提示して活動団体を公募する事業(助成区分Ⅰ)
　　　　　添付書類　事業計画Ⅰ総括表(様式２)
事業計画書Ⅰ(様式２－２)
　　　イ　市町村社会福祉協議会(以下「市町村社協」という。)が、地域福祉活動計画に基づいて実施する事業(助成区分Ⅱ)
　　　　　添付書類　事業計画書Ⅱ(様式３)
　　　ウ　市町村社協と地域の福祉活動団体が連携・協働して行う事業(助成区分Ⅲ)
添付書類　事業計画書Ⅲ(全体計画)(様式４)
事業計画書Ⅲ(助成対象事業個別計画)(様式４－２)
[bookmark: _Hlk523324233]　　(２)特別助成金の決定
　　　　県共募は、特別助成金を決定したとき、助成金額、助成金の使途、事業完了の時期、遵守事項等を市町村共募に通知する。
　　(３)特別助成金の交付申請
　　　　市町村共募は、特別助成金の決定通知を受けた日から翌年度の５月末までに地域力増進枠特別助成金交付申請書(様式５)を県共募に提出する。
(４)実績報告
助成事業が完了したときは、完了した翌年度の４月末日までに次の助成区分に応じて必要な書類を添付したうえ、地域力増進枠特別助成事業実績報告書(様式６)を県共募に提出する。
　　　ア　市町村共募が解決すべき課題を提示して活動団体を公募する事業(助成区分Ⅰ)
　　　　　添付書類　事業実績Ⅰ総括表(様式７)
事業実績調書Ⅰ(様式７－２)
　　　イ　市町村社協が、地域福祉活動計画に基づいて実施する事業(助成区分Ⅱ)
　　　　　添付書類　事業実績調書Ⅱ(様式８)
　　　ウ　市町村社協と地域の福祉活動団体が連携・協働して行う事業(助成区分Ⅲ)
添付書類　事業実績調書Ⅲ(全体実績)(様式９)
事業実績調書Ⅲ(助成対象事業個別実績)(様式９－２)

２　広域的な事業に対する特別助成
(１)特別助成金の要望
[bookmark: _Hlk526261653]　　　　特別助成金を受けようとする者は、当該年度の11月１日から12月28日までに地域力増進枠特別助成要望書(様式10)に地域力増進枠特別助成事業明細書(様式11)を添付のうえ県共募に提出する。
　　(２)特別助成金の決定
[bookmark: _Hlk526261260]　　　　県共募は、特別助成金を決定したとき、助成金額、助成金の使途、事業完了の時期、遵守事項等を助成要望書を提出した者に通知する。
　　(３)特別助成金の交付申請
　　　　助成要望書を提出した者は、特別助成金の決定を受けた日から翌年度の５月末までに地域力増進枠特別助成金交付申請書(様式12)を県共募に提出する。
(４)実績報告
助成事業が完了したときは、完了した翌年度の４月末までに地域力増進枠特別助成事業明細書を添付のうえ、地域力増進枠特別助成事業実績報告書(様式13)を県共募に提出する。

第３　その他
この要領に定めのない事項については、高知県共同募金会助成要綱の規定による。


附則
　この要領は、平成30年10月1日から施行する。
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